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◎開会・開議

午後２時４５分開会・開議

○教育長 ただいまから、令和４年度第５回みどり市定例教育委員会議を開会いたします。よろしく

お願いいたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第１ 会議録署名委員の指名

○教育長 日程第１、会議録署名委員の指名をさせていただきます。本日は、席番３番の岩野委員に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○教育長 日程第２、会期の決定ですけれども、令和４年８月１８日、本日１日ということにしたい

と思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 ご異議なしの声がありましたので、本日１日と決定いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第３ 教育長報告

○教育長 日程第３、教育長報告を議題といたします。私のほうから報告させていただきます。

７月１３日、総務文教常任委員会協議会が開催されました。教育部からは報告を４点させていただ

きました。

今年度については、中学生の海外派遣事業の中止を受けて、「ＭＩＤＯＲＩ ＳＵＭＭＥＲ ＥＮＧ

ＬＩＳＨ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」というオールイングリッシュのアクティビティを２日間にわたって

実施することについて説明させていただきました。２点目は、笠懸幼稚園、笠懸第一保育園の統合及

び民営化による法人選定についてでした。３点目は、西鹿田グリーンパークの基本設計実施設計に係

る公募型プロポーザルの審査委員会についてでした。４点目は、石原和三郎没後１００年記念事業の

作詞コンクールについてでした。

同日、第２回県市町村教育長人事会議がありました。令和４年度末の人事に向けての取り組みや県

費負担教職員の人事要望について確認させていただきました。

１９日、桐生税務署長が来庁されました。税務署の人事異動については、ほかの官庁と違い７月１

０日という期日です。年度末では税の事務が大変慌ただしいということで、７月が異動の時期となっ

ています。今回は女性の署長であり、数的には、女性の税務署長は少ないというお話もうかがいまし

た。各学校では租税教室で大変お世話になっており、そちらの話題について、情報交換をさせていた

だきました。

同日、令和４年度みどり市学校給食運営委員会委員の委嘱及び第１回運営委員会がありました。代

表受領という形でしたが、２３名の方へ委嘱状を交付させていただきました。
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運営委員会では、学校給食の未収金の状況についての報告、アレルギー対応、アレルギーの補助金

などの説明がありました。

２０日、文化庁の視察を受けました。相沢忠洋さんの考古資料を２、３年整理させていただいてお

ります。皆さんご存知のとおり、国の登録有形文化財の登録に向けて動きを整えているところですけ

れども、その動きに連動し、文化庁の視察をいただいたということです。現在、資料の多くが大間々

南小学校の空き教室に保管している状況です。そちらに行った後、教育庁舎へ来ていただき、その後、

岩宿博物館も視察いただいたという流れでした。

２１日、令和４年度人事評価に係る校長面談があり、教育長と学校教育課長で、各学校長と面談を

させていただきました。自己申告書をそれぞれの教職員より出していただき、その業績評価について

の説明を受けました。

どの校長にも共通して聞かせていただいた内容があります。今年度については、各学校に、これか

らの学校というものを意識して学校運営を行っていただきたいと共通してお話させていただいており

ます。柱として、情報化、国際化、多様化というところに視点を設けてしっかり学校運営を行ってい

ただきたいとお話をさせていただおりますが、そちらの進捗状況について聞かせていただきました。

続いて、令和４・５年度笠懸野文化ホール運営協議会委員委嘱状交付式では、１０名の方に委嘱状

を交付させていただきました。来年度は開館３０周年という記念の節目を迎えますので、そのところ

では委員さんの職として重要なものがあることをお話させていただきました。

２２日、新型コロナウイルス感染症対策本部会議がありました。警戒レベルが、この日より２になっ

たということを受けて、各施設の対応状況を確認させていただきました。

レベル２になったからといって大きく状況は変わりませんが、ウイルス感染予防としてワクチン接

種の徹底と、感染防止対策の徹底について確認させていただきました。

同日、桐生市みどり市小学生ナイター陸上競技教室の開講式に出席させていただきました。

昨年度から桐生市と合同での教室開催となりました。今年度は、桐生市から５２名、みどり市から

５９名の計１１１名の参加申し込みがありました。６日間の日程で実施予定でありましたけれども、

雷雨予報により急遽中止の日が１日あり、５日間の実施となりました。

２５日、みどり市小学校水泳記録会の開会式は中止になりましたが、競技については予定どおり実

施されました。本来では開会式も実施して、私のほうから励ましの言葉をさせていただく予定でした

が、残念ながら感染症予防対策の一環ということで、開会式は中止となりました。県大会へと進む記

録会であり、８位までが入賞基準になっております。特に、笠懸西小学校と笠懸北小学校が活躍して

くれたようです。

２６日、群馬県都市教育長協議会第２回定例会がありました。高崎市の飯野教育長は、全国都市教

育長協議会の会長も務めている方であり、全国の様子も聞かせていただける良い機会でありました。

全国の報告をいただくとともに、関東地区の様子も聞くことができました。

それぞれの事業等の協議もあり、最後に、フリートーキングということで各都市教育長の情報交換
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がありました。今回は、コミュニティスクールについてのフリートーキングが行われました。みどり

市でも、あずま小中学校はコミュニティスクールとして学校運営協議会が設立されております。もっ

と進んでいるところでは、全学校がコミュニティスクールを実施しているところもありました。努力

義務としてコミュニティスクールを設置する状況にあり、みどり市もこれから動きを強めていく必要

性があると思いますので、検討してまいりたいと思います。全県の様子を見ると、西毛地区と東毛地

区は、他の地区に比べると、遅れている印象を情報交換の部分で感じました。

２９日、令和４・５年度みどり市立図書館協議会委員委嘱式及び図書館協議会がありました。１２

名の委員へ委嘱状を交付させていただきました。また、令和３年度の運営状況や、４年度の事業計画

について説明がありました。コロナの影響を受けている図書館業務でありますけれども、電子図書館

が有効に作用してきていることがデータで確認できました。

同日、みどり市公民館運営審議会委員委嘱式があり、１８名の方へ委嘱状を交付させていただきま

した。

公民館では「つどう」「まなぶ」「むすぶ」という機能の充実を図っていかなくてはいけないところ

ですが、先ほどの図書館と同様に、コロナによる影響を随分受けております。昨年度末に新型コロナ

ウイルス禍における公民館活動について、館長からの諮問を受けて、答申を出していただきました。

それにのっとってこれから運営していくことを確認させていただきました。

８月１日、定例部長会議がありましたが、教育部からの協議報告事項はございませんでした。

８月１、２、３日の３日間にわたって大間々祇園まつりが開催されました。当初は縮小しながら実

施の予定でありましたが、直前に警戒度がレベル２になったことを受け、それよりもさらに縮小した

形で行いました。３日間、日程どおり開催できたことは有意義であったと思います。

１日目は夜宮、２日目が神輿渡御で３、４、７区が山車を出し、３日目は手打ち式でした。本町通

りの方、地域の方々や観光の方も来られた様子でした。

ことしは４区が当番区でしたので、そこを出発点として１区のほうへ上り、７区へ下って４区へ戻

るという動きを、浴衣姿で、山車とともに神輿渡御をさせていただきました。

様子を見ると、活気あふれるイベントであり、祇園まつりという伝統行事は大きな影響があるとい

うことを改めて感じました。こうした形で、どうやってコロナと付き合っていくかをしっかり考え、

イベントを行っていくことが重要であると思いました。

４日、みどり市文化財保護審議会会議があり、こちらについても委嘱状の交付をさせていただきま

した。１０名の委員の委嘱がありました。

５日、星野富弘花の詩画展がさくらもーるで行われました。主催が富弘美術館を囲む会群馬支部、

後援が教育委員会という形でした。複製画の展示があり、私も見に行ってまいりました。

昨年度、市内のある方から、富弘さんのサインと思われる絵が出てきたという情報をいただき、そ

ちらの確認をさせていただきました。現在、富弘さんの作品は詩画の印象が強いですが、そうではな

く、初期の絵だけの作品があったということで、そちらの複製も展示されていました。
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４、５日で「ＭＩＤＯＲＩ ＳＵＭＭＥＲ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」が行われ、２

日目にこちらを視察させていただきました。２日間の日程で、自己紹介の後インタビューのゲームを

したり、空港、ホテル、レストラン、チケットセンター、コーヒーショップにてオールイングリッシュ

でロールプレイをしたり、ＡＬＴからのプレゼンテーションを聞いたり、みどり市を紹介するプレゼ

ンテーションを自分自身で作成したりするなどのアクティビティが実施されました。

簡単な英語を使っているため聞き取れるかなと思い聞いていましたが、意外に聞き取れず、何を言っ

ているのかなという感じがありましたが、子供たちは耳が良いという印象を受けました。聞き慣れて

いるということは強みであると感じました。生徒たちはつたない英語で返していましたが、それでも

通じることができ、子供たちは喜びと自信につなげられたイベントになったと思います。

中学生の海外派遣が中止になったことを受けて、このアクティビティを計画しましたけれども、来

年度以降も、このような形でさらに発展できると良いなと感じました。

６日、群馬交響楽団コンサートに行かせていただきました。指揮が竹本泰蔵さん、ナビゲーターが

吉田孝さんでした。今回はクラシックという形ではなく、オペラ座の怪人など懐かしい映画音楽が多

くありました。

９日、太田市教育長が来庁されました。太田市では今年度の１０月１日から中学生、来年度の４月

からは小学生の給食費無料化を開始します。みどり市は先陣して行っているということで、情報提供

依頼がありました。みどり市に聞きたかった内容とすると、こちらも同じような滞納状況があり、そ

の状況をどのようにクリアしていけば良いかについてでした。みどり市の実践状況を含めてお伝えさ

せていただきました。

１５日、草木湖まつりは１０月９日へ延期となりました。

１７日、令和４年度第２回みどり市民生委員推薦会がありました。ことしの１２月１日に全国一斉

で民生委員児童委員の改選が行われます。市の審査後県へ、県の推薦後に厚生労働大臣から委嘱され

るという流れです。これから市の推薦者を決める段階に入るということで、協議をさせていただきま

した。

私からは以上です。教育長報告について、何かございますか。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、日程第３、教育長報告は以上で終了

いたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第４ 議案第２６号 議会の議決を経るべき議案の原案について（令和４年度 教育費一般会計

補正予算（補正第４号）、富弘美術館事業特別会計補正予算（補正第１号））

○教育長 続きまして、日程第４、議案第２６号、議会の議決を経るべき議案の原案について（令和
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４年度 教育費一般会計補正予算（補正第４号）、富弘美術館事業特別会計補正予算（補正第１号））

を議題といたします。

議案書の朗読を事務局からお願いいたします。

〔議案書 朗読〕

○教育長 事務局の朗読が終わりましたので、担当課長より内容説明をお願いいたします。

〔教育総務課長 内容説明〕

〔学校教育課長 内容説明〕

〔社会教育課長 内容説明〕

〔富弘美術館事務長 内容説明〕

○教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対し、何かご質疑があればお願いいたします。

○委員 １ページの歳入について、当初予算額は１億１千万円であり、今回は３８６万円の増額補正

となっておりますが、順次交付される形なのでしょうか。

○教育総務課長 当初予算は１億１，２３７万円ですが、令和３年度に大間々中学校と大間々東中学

校のトイレ、笠懸小学校のトイレ、笠懸東小学校の外壁工事を前倒しさせていただいたため、６月補

正でゼロにさせていただきました。実際には予算上ゼロの状態で、新たに令和４年度の工事の交付金

を貰いました。

○委員 １ページの歳出について、地方創生臨時交付金を物価高騰にも対応するという国からの通知

があり、それで対応できたらということでしたが、それは２ページの光熱水費にも同じように対応で

きるのでしょうか。

○学校教育課長 そちらは含まれておりません。

○委員 ２ページの笠懸小学校の光熱費については補正がありますが、ほかの小学校や中学校は大丈

夫なのでしょうか。

○学校教育課長 ほかも電気料金が高騰しておりまして、１２月補正まではもつ予定です。この後ま

た状況等を確認させてもらい、次回の補正でお願いする形になると思います。

○委員 １ページの歳出１番について、前年度と比較して４．３％上がっており、それを見込んでい

ると説明がありましたが、４年度の３月までの高騰を想定して増額したということでしょうか。

○教育総務課長 今現在を基礎として４．３％と考えています。現状はこれで賄えられると想定して

おりますが、物価上昇により食材費がまだ上がっている状況もございますので、状況に応じて１２月

に新たに補正をお願いする可能性もあります。

〔少し間あり〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第４、議案

第２６号、議会の議決を経るべき議案の原案について（令和４年度 教育費一般会計補正予算（補正第
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４号）、富弘美術館事業特別会計補正予算（補正第１号））、本案を原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第５ 議案第２７号 令和５年度に使用する小・中・義務教育学校教科用図書の採択に関し議

決を求めることについて

○教育長 続きまして、日程第５、議案第２７号、令和５年度に使用する小・中・義務教育学校教科

用図書の採択に関し議決を求めることについてを議題といたします。

これについては、非公開（秘密会議）といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○教育長 ご異議なしの声がありましたので、日程第５、議案第２７号については、非公開（秘密会

議）として取り扱います。

担当課以外の課長は退室をお願いいたします。

〔担当課以外 退室〕

審 議 〔非公開により未記載〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第５、議案

第２７号、令和５年度に使用する小・中・義務教育学校教科用図書の採択に関し議決を求めることに

ついて、本案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎日程第６ 議案第２８号 令和４年度みどり市児童・生徒就学援助費の支給認定に関し議決を求め

ることについて

○教育長 続きまして、日程第６、議案第２８号、令和４年度みどり市児童・生徒就学援助費の支給

認定に関し議決を求めることについてを議題といたします。

これについては、非公開（秘密会議）といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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○教育長 ご異議なしの声がありましたので、日程第６、議案第２８号については、非公開（秘密会

議）として取り扱います。

担当課以外の課長は退室をお願いいたします。

〔担当課以外 退室〕

審 議 〔非公開により未記載〕

○教育長 よろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○教育長 ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り、お諮りいたします。日程第６、議案

第２８号、令和４年度みどり市児童・生徒就学援助費の支給認定に関し議決を求めることについて、

本案を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。

賛成委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○教育長 挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。

─────────────────◇─────────────────

◎閉 会

○教育長 以上で、本日の議事は全て終了いたしました。これをもって、教育委員会議を閉会といた

します。大変お疲れさまでした。

午後３時４７分閉会
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